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千葉県サプライチェーン再構築に向けた海外展示会出展支援事業補助金 

Q&A 

1 補助対象者 

Q1:個人事業主は応募できますか? 

Al:応募いただけます。なお、申請する展示会や展示品が資格要件を満たすこと、

および直近 2期分の決算書提出が必要です。詳細は募集要項をご確認ください。 

Q2:法人格を持たない複数の企業のグループですが、応募できますか? 

A2:連携帯として応募できます。なお、代表 1社(者)が事業経費の執行管理を全

て管理する必要がございます。 

Q3:「常時使用する従業員」の中にアルバイトは含まれますか? 

A3: 1 週間の勤務時間が正規社員と同等の者は、アルバイトでも従業員として

数えます。因みに役員は従業員としては数えません。※従業員数によって、中

小企業者・小規模事業者の区別をしており、どちらに該当するかで補助率が異

なります。 

Q4:ある国の展示会に一昨年度、昨年度出展している場合、今年度の出展につい

て当該補助金の応募はできますか。 

Q4:できます。（  過去に３年以上継続して、同一国・地域で同趣旨の展示会等に

出展していないこと」の要件は満たしています） 

 

2 対象展示会 

Q5:対象となる展示会はどのようなものですか? 

A5:令和 8年 8月から令和 9年 2月までに開催される国外の展示会であり、資格

要件をすべて満たすものに限ります。他の要件については募集要項をご確認く

ださい。 

Q6:交付決定日までに申し込んだ展示会は対象になりますか? 

A6:対象になります。むしろ展示会の申込は先着順ですのでお早めに申込くだ

さい。ただし、出展料のお支払いは交付決定日以降でないと経費として対象に

なりませんので、予めご了承ください。 
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Q7:同一期間内に本補助金と国や県の他の補助金を重複して利用することはで

きますか? 

A7:同一内容・同一費目に対する本制度以外の補助事業との重複利用は認められ

ません。 

Q8:出展予定の展示会の出展案内等がまだ手元にない場合はどうしたらよいで

すか? 

A8:インターネット上に情報が掲載されていれば、展示会概要が確認できる WEB

ページのコピーを提出してください。また、同じ内容の展示会が前年度以前に

開催されている場合は、前年度以前の該当展示会の出展案内やパンフレット、

WEB ページのコピー等を提出してください。 

3 対象展示品 

Q9:一つの展示会に複数の製品を出展する予定です。申請書に記載する製品は複

数でもよいか、それとも 1つのみでしようか?また、申請書に記載している製品

しか展示できないのでしようか? 

A9:展示する製品の個数及び、申請書に記載する製品の個数は制限しません。 

また、申請書に記載していない自社製品を一緒に展示することは可能です。た

だ、必ず申請書に記載された製品をメインで展示していただく必要があります。 

 

4 経費 

Q10:交付決定日までに徴収した見積は対象になりますか? 

A10:対象になります。ただし見積書の有効期限切れにご注意ください。経理関

係書類に不備があると補助対象外となります。補助対象となる経費については

募集要項をご参考ください。 

Q11:補助対象期間中の費用であれば、補助対象期間前または期間後に支払った

経費でも補助対象になりますか? 

A11:対象外です。必ず補助対象期間(交付決定日~事業完了〆切日まで)に支払い

を完了してください。 

Q12:普段の営業用も含めてチラシを作成しましたが、対象になりますか? 

A12:展示会場で配布する分以外は対象外です。これ以外にも他の用途と区分が

難しい経費は、対象と認められない可能性が高いです。 
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Q13:展示台を購入したいのですが、対象になりますか? 

A13:備品の購入は対象外です。資材費としてレンタルにてご対応ください。 

Q14:交付決定した金額以上に経費が発生したのですが、交付決定額を超える補

助金はもらえますか? 

A14:交付決定した金額が補助金の上限となります。仮に交付決定額が 50 万円

だった場合実際に支出した補助対象経費の1/2が 100万円となったとしても、

補助額は 50 万円までとなります。 

 

Q15:交付決定した金額(総額)を変えずに経費配分のみ変更したいのですが、可

能ですか? 

運搬費分の金額を全額資材費へ移行したいです。 

A15:可能です。なお、金額の変更には手続きが必要な場合がございます。変更す

る経費の発注前に事務局にご連絡ください。 

Q16:補助金はいつもらえますか? 

A16:事業終了→実績報告→確定検査→確定通知→請求→精算となります。その

間の資金は補助対象者自身で確保してください。 

 

5 審査会 

Q17:何件ぐらい申請があり、倍率はどのくらいですか? 

A17:申請件数、競争倍率については公表できません。 

Q18:審査委員会の外部委員とは誰のことですか? 

A18:公平性を保ち、外部委員の安全を守るため、公表できません。 

Q19:どうして不採択になったのか、理由が知りたいのですが。 

A19:不採択となった理由については回答できません。審査内容については一切

公表できませんので、予めご了承下さい。 

 


